
町
で
は
、
快
適
な
暮
ら
し
と

美
し
い
自
然
を
守
る
た
め
、
平

成　

年
度
に
お
い
て
も
引
き
続

１７
き「
合
併
処
理
浄
化
槽
」を
設
置

さ
れ
る
方
に
補
助
金
を
交
付
い

た
し
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
す

る
こ
と
に
よ
り
、
快
適
で
清
潔

な
水
洗
式
ト
イ
レ
が
使
用
で
き

る
よ
う
に
な
る
ほ
か
、
台
所
な

ど
の
排
水
も
併
せ
て
浄
化
し
ま

す
の
で
、
環
境
衛
生
上
と
て
も

有
効
な
設
備
で
す
。

補
助
制
度
を
活
用
し
て
設
置

を
予
定
ま
た
は
検
討
し
て
い
る

方
は
、
次
に
よ
り
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。（
設
置
工
事
の
着

手
は
、
町
か
ら
交
付
決
定
を
受

け
た
後
に
な
り
ま
す
。）

募
集
基
数

　

基
１０（

申
込
み
多
数
の
場
合
は
、

新
築
住
宅
を
優
先
し
ま
す
）

補
助
を
受
け
ら
れ
る
方

（
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
）

①
主
に
居
住
を
目
的
と
し
た
住

宅
に
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設

置
す
る
方（
店
舗
併
用
住
宅

お
よ
び
共
同
住
宅
も
対
象
と

な
り
ま
す
）

②
公
共
下
水
道
整
備
区
域
以
外

の
町
内
に
居
住
し
て
い
る
方

③
浄
化
槽
法
で
定
め
ら
れ
た
検

査
や
維
持
管
理
を
確
実
に

行
っ
て
い
た
だ
け
る
方

交
付
さ
れ
る
補
助
金
の
額

工
事
費
の　

・
5
％
に
相
当

87

す
る
額
か
、
次
の
人
槽
に
応
じ

た
限
度
額
の
い
ず
れ
か
低
い
方

の
額
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

水
洗
化
に
伴
い
、
住
宅
を
改
造

す
る
場
合
に
対
す
る
補
助
制
度

も
あ
り
ま
す
。

補
助
金
上
限
額

５
人
槽　
　
　

８
２
１
千
円

７
人
槽　
　
　

９
５
８
千
円

　

人
槽　

１，

２
１
８
千
円

１０※　

人
槽
に
つ
い
て
は
、
２

１０
世
帯
住
宅
な
ど
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

申
込
み
方
法
お
よ
び
期
限

申
込
書
は
、
町
民
税
務
課
環

境
衛
生
係
の
窓
口
ま
た
は
巡
回

窓
口
車
や
ま
び
こ
号
に
用
意
し

て
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え　

月　

日�
ま

11

30

で
に
同
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

補
助
制
度
な
ど
、
不
明
な
点

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

地
域
住
民
の
調
停
制
度
利
用

の
便
宜
お
よ
び
普
及
の
た
め
、

次
の
と
お
り
無
料
調
停
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

日　

時

　

月　

日�
　
　

時
〜　

時

11

25

10

15

場　

所

・
富
良
野
市
文
化
会
館

・
中
富
良
野
農
村
環
境
改
善
セ

ン
タ
ー

相
談
担
当
者

富
良
野
調
停
協
会
所
属
調
停

委
員

相
談
内
容

金
銭
の
貸
借
、
損
害
賠
償
、

夫
婦
や
親
族
の
も
め
ご
と
な

ど
日
常
生
活
の
紛
争
解
決
に

つ
い
て

お
問
合
わ
せ
先

富
良
野
簡
易
裁
判
所
内 

富
良
野
調
停
協
会
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�

町
民
税
務
課（
環
境
衛
生
係
）

 �
　

‐
2
1
4
5
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合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

し
ま
せ
ん
か

＜重度心身障害者・ひとり親家庭等（旧母子家庭等）・乳幼児医療＞

１０月１日より医療費助成制度が変わりました。
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富
良
野
調
停
協
会�　

‐
2
2
0
9

22

無
料
調
停
相
談
会

■月額上限額など
　月額の負担上限額は、通院が12,000円、入院が40,200円です。上限額を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受
けることができますので、詳しくはお問い合わせください。

● 問い合わせ先 ● 　保健福祉課(国保医療係)　� 52-2144

広報みなみふらの・お知らせ版（３)

■対象範囲
10月1日から9月30日まで

　母子家庭
　と父子家庭�母子家庭

ひとり親
家 庭 等

通院・入院

0歳～満6歳到達後
の最初の3月31日
までの乳幼児 (た
だし、4月1日生ま
れの方は前日の3
月31日まで)

�

通　院
0歳～満3歳到
達の月末まで
の乳幼児

乳 幼 児
入　院
0歳～満6歳到
達の月末まで
の乳幼児

■自己負担
10月1日から9月30日まで

初診時一部負担金（※１）のみ非課税世帯
�

初診時一部負担
金（※１）のみ

重度心身
障 害 者 １割（ ※２）課税世帯

初診時一部負担金（※１）のみ非課税世帯
�自己負担なし

ひとり親
家 庭 等 １割（ ※２）課税世帯

初診時一部負担金（※１）のみ非課税世帯
�自己負担なし乳 幼 児

１割（ ※２）課税世帯

※1　初診時一部負担金・・・医科580円、歯科510円、柔道整復等270円
※2　満3歳到達の月末まで(ただし、1日生まれの方は前月末日ま　
　　で)の方は初診時一部負担金のみ


